
介護予防事業従業者と中高年社会参加（ボランティア育成研修）修了証授与 

ボランティア希望者、介護事業従業者の皆様、更なるスキルの習得が可能！ 

＜プログラム＞ 

★平成 18年度新介護予防システムについて★認知症の基礎知識の理解 

★認知症地域人材育成の推進★音楽療法によるケア・回想法 

★予防トレーニング運動の実践＜トレーナー機能技術と実際＞ 

●会場：NPO法人 福祉振興会 4階会議室他＜川崎市中原区上丸子八幡町＞ 

●日程 （全 7 日間） 講義と実習＜土曜日 13：00～16：00 日曜日 9：00

～12：30＞2 月 18 日 19 日 25 日 26 日、3 月 4 日 5 日 11 日（すべて土曜、日

曜） 

●受講料（全 7回開催） 

※一般の方・介護事業従業者    14,000 円 

※ボランティアの方 10,000 円（中高年の方で人生資格取得をお考えの方）  

●定員 ：20名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

●応募方法：申込書記入の上、ＦＡＸ にてお申込下さい。  

追ってこちらよりプログラム詳細をお送りいたします。 

●問い合せ先  ＮＰＯ法人 福祉振興会（川崎市中原区上丸子八幡町８１６）  

●研修担当（佐藤・小関） 電話 0120-14-4137＜ﾌﾘｰﾀﾞｲｱﾙ＞ 
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登録ﾍﾙﾊﾟｰさん大募集中！ 
あいケアサービス 

未経験でも大歓迎！大切なものはあなたの持っている「おもいや

り」です。川崎市内（横浜市の一部）で働ける方。 
身体介護（時給）1,700 円 以上   

生活援助（時給）1,100 円 以上  
（土日は時給 50 円ＵＰ↑） 
044-433-4651 

 

認知症地域相談員研修 

予防運動トレーナー養成研修募集！ 
ＮＰＯ法人 福祉振興会 主催 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS（毎月 1日発行） 

編集：あい．介護ネットワーカーズ 

ホームページ http://www.bananaen.com/ 
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認知症サポートセンター主催 

「認知症サポートセンター」新年研修会が開催されました 
 

1 月 21 日、東京都港区の日本女子会館において「認知症サポートセンター」

（認知症サポートセンター事務局主催）新年研修会が開催されました。当

日は数年ぶりの大雪の降る中 40 人以上の受講者が集いました。 あい.介

護ネットワーカーズのケアマネージャー平井講師による「介護保険改正の

ポイント」同じく運動指導員の佐藤講師による「予防運動指導員初期講座」、

そして WAC（長寿社会文化協会） 

のコミュニティ事業部長、町野 

さんのお話と盛りだくさんの内 

容に受講者も熱心に耳をかたむ 

け 4 月よりの介護保険の改正を 

にらみ、福祉・介護にかかわる 

諸問題をうきぼりにし、対応と 

対策を探りました。認知症サポ 

ートセンター事務局ではさらに 

新たな「地域づくり」の提案を 

していきます。 

2006 年 4 月より介護保険法が改正されます 

介護保険法「改正」のポイント 
１．これまでの「要支援」「要介護１～要介護５」が「要支援１」「要支援２」「要介護１～要介護５」に細分化されます。それに伴って、「介護予防サー

ビス(新予防給付)」が新たに新設されます。 

  ★要介護１～５の利用者は従来どおり★要介護度の低い利用者(要支援１・２)に関しては心身の状態の悪化防止と要望介護(新予防給付)を図る。※

主なものは転倒・骨折・認知症・うつ等の予防と栄養改善指導等。★介護保険対象以外の高齢者には、「地域包括支援センター」を設け介護予防

を行います。 

２．「地域包括支援センター」を設置し、高齢者の相談窓口として機能させます。 

  ★介護予防のケアマネジメント他種々の相談の受付窓口が新設されます。★「地域包括支援センター」は市区町村により運営されます。 

  ★要支援１・２の方のケアプランの作成はご利用者により従来のケアマネが担当する場合と「地域包括支援センター」が担当する場合があります。 

３．施設サービス、ショートステイ等の食費、居住費の原則全額自己負担となります。（既に平成１７年１０月からスタート） 

  ★在宅、施設両利用者間の公平性の原則から全額自己負担となります。 

  →ご利用者の収入等により、負担額が減額される場合も有ります。 

４．「地域密着型サービス」が新設されます。 

  ★小規模多機能型居宅介護(住み慣れた地域での通所中心で、宿泊(ショートステイ)も可能なもの)  

  ★バナナ園グループもショートステイや通所介護＜デイサービス＞を展開予定です。 

  ★夜間対応型の訪問介護が新設されます。 

５．被保険対象者が拡大(４０歳以上の末期がん患者も利用可能に)されます。 

  ★従来の「特定疾病」に加え、４０歳以上の末期がん患者にも適用可能になります。 

☆ 今年４月から実施されますが、改正介護保険法の改正はこの他にも多岐にわたり、実施時期等現時点で 

不明な部分もあります。詳細は担当ケアマネージャーや行政の「保健福祉センター」等におたずねください。 

 

グループホーム空室情報 
バナナ園グループでは以下の施設に空室がございます 

① グループホーム バナナ園川崎大師 1部屋 044-280-2386 

＜川崎区：川崎駅よりバス四谷上町バス亭下車＞ 

② グループホーム のんびりーす 1室 044-797-3314 

＜中原区：武蔵中原駅下車 徒歩 15分＞ 

③ グループホーム バナナ園生田ヒルズ 044-911-1599 

＜多摩区：小田急線生田駅下車 徒歩 15分＞ 

★ 空室状況は流動的です 

★ 見学常時応需 

★ まずはお電話を！ 

☎総合案内 044-433-4889，4651 
 


